
資料２

行政不服審査法の全部改正に伴う委員会規則・告示の改正について

１．行政不服審査法の全部改正について

行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）は、その全部が改正

されて行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）となり、平成２８

年４月１日から施行される。

改正の主な内容は、従来の不服申立て（審査請求と異議申立て）を

審査請求の手続に一元化したことである。

２．法改正に伴い改正が必要となる委員会規則・告示

次の委員会規則・告示には、行政不服審査法に関する規定があるこ

とから、法改正に伴い当然に必要となる規定の整理を行う。

○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第１９条第１４号に基づき同条第１２号に準ずるものとし

て定める特定個人情報の提供に関する規則（平成２７年特定個人情

報保護委員会規則第１号）【別紙１】

○ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等

・地方公共団体等編）（平成２６年特定個人情報保護委員会告示第

６号）【別紙２】
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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）（平成２６年特定個人情報保護委員会告示第６号）の

一部改正の新旧対照表 

○平成２６年特定個人情報保護委員会告示第６号（特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）） 

（傍線部分は変更部分）  
改正後  改正前（平成 28 年１月１日公表）  

特定個人情報の適正な取扱いに 

関するガイドライン 

（行政機関等・地方公共団体等編） 

目次 ～ 第４－５ （略）  

第４－６ 行政機関個人情報保護法等の主な規定 

 （略） 

Ａ ～ Ｄ （略） 

Ｅ 審査請求（行政機関個人情報保護法第42条から第44条まで） 

Ｅ－１ 審理員による審理手続に関する規定の適用除外（第42条第１ 

項） 

  開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求

若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、「行

政不服審査法」（平成26年法律第68号）第９条（審理員）、第17条

（審理員となるべき者の名簿）、第24条（審理手続を経ないでする却

下裁決）、第２章第３節（審理手続）及び第４節（行政不服審査会等

への諮問）並びに第50条第２項（裁決の方式）の規定を適用しない。 

 

Ｅ－２ 審査会への諮問（第43条第１項） 

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求

若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったとき

は、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号

のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会

（審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院長であ

る場合にあっては、別に法律で定める審査会）に諮問しなければな

特定個人情報の適正な取扱いに 

関するガイドライン 

（行政機関等・地方公共団体等編） 

目次 ～ 第４－５ （略） 

第４－６ 行政機関個人情報保護法等の主な規定 

 （略） 

Ａ ～ Ｄ （略） 

Ｅ 不服申立て（行政機関個人情報保護法第42条から第44条まで） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ－１ 審査会への諮問（第42条） 

開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について「行政不服審

査法」（昭和37年法律第160号）による不服申立てがあったときは、

当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、次の

各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査

会（不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長が会計検

査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会）に諮問しな

（
別

紙
２

）
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改正後  改正前（平成 28 年１月１日公表）  
らない。 

一 審査請求が不適法であり、却下する場合 

二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人

情報の全部を開示することとする場合（当該保有個人情報の開示に

ついて反対の意思を表示した意見書（Ｅ－３及びＥ－４において

「反対意見書」という。）が提出されている場合を除く。） 

 

三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人

情報の訂正をすることとする場合 

 

 

四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人

情報の利用停止をすることとする場合 

 

 

 

Ｅ－３ 諮問をした旨の通知（第43条第２項） 

Ｅ－２の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対

し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

一 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する

参加人をいう。以下この項及びＥ－４において同じ。） 

二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査

請求人又は参加人である場合を除く。） 

三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提

出した第三者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除

く。） 

 

Ｅ－４ 第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続（第44条

ければならない。 

一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 

二 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る

保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及びＥ

―３ａにおいて同じ。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立て

に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当

該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。 

三 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等（訂正請求の全部

を容認して訂正をする旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更

し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をするこ

ととするとき。 

四 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等（利用停止請

求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。）を取り消

し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認

して利用停止をすることとするとき。 

 

Ｅ－２ 諮問をした旨の通知（第43条） 

Ｅ－１の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対

し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

一 不服申立人及び参加人 

 

二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が不服

申立人又は参加人である場合を除く。） 

三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した

第三者（当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

 

 

Ｅ－３ 第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等（第
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改正後  改正前（平成 28 年１月１日公表）  
第１項） 

 

次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合、行政機関の長は、

意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の

開示について反対意見書を提出した場合において、開示決定をすると

きは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を

置かなければならない。この場合において、行政機関の長は、開示決

定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨

及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければな

らない。 

一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する

裁決 

二 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部

を開示する旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る保有

個人情報を開示する旨の裁決（第三者である参加人が当該第三者に

関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

44条） 

ａ 第三者が開示に反対の意思を有する場合の手続（第１項） 

次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合、行政機

関の長は、意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に

関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合に

おいて、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日

との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合にお

いて、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した

第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施す

る日を書面により通知しなければならない。 

一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却

する裁決又は決定 

二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る

保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定（第三者である参加人

が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場

合に限る。） 

 

ｂ 審査請求の特例（第２項） 

地方検察庁にあっては、その庁の検事正、区検察庁にあっては、

その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応

する地方検察庁の検事正が行った開示決定等、訂正決定等又は利用

停止決定等についての審査請求については、政令第21条で定めると

ころにより、検事総長に対してするものとする。 

 

（以下略） 

 

 

 



○ 個 人 情 報 保 護 委 員 会 告 示 第 号

行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六 十 八 号 ） の 施 行 に 伴 い 特 定 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い に 関 す る ガ、

イ ド ラ イ ン （ 行 政 機 関 等 ・ 地 方 公 共 団 体 等 編 ）（ 平 成 二 十 六 年 特 定 個 人 情 報 保 護 委 員 会 告 示 第 六 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 し 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る

。

、

平 成 二 十 八 年 月 日

個 人 情 報 保 護 委 員 会 委 員 長 堀 部 政 男

第 ４ － ６ Ｅ を 次 の よ う に 改 め る

。

Ｅ 審査請求（行政機関個人情報保護法第42条から第44条まで）

Ｅ－１ 審理員による審理手続に関する規定の適用除外（第42条第１項）

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為

に係る審査請求については、「行政不服審査法」（平成26年法律第68号）第９条（審理員）、第17条（審

理員となるべき者の名簿）、第24条（審理手続を経ないでする却下裁決）、第２章第３節（審理手続）及

び第４節（行政不服審査会等への諮問）並びに第50条第２項（裁決の方式）の規定を適用しない。

Ｅ－２ 審査会への諮問（第43条第１項）

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為

について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいず

れかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会（審査請求に対する裁決をすべき行政機関の

長が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会）に諮問しなければならない。

一 審査請求が不適法であり、却下する場合

二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場

合（当該保有個人情報の開示について反対の意思を表示した意見書（Ｅ－３及びＥ－４において「反対

意見書」という。）が提出されている場合を除く。）

三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場

合

Ｅ－３ 諮問をした旨の通知（第43条第２項）



Ｅ－２の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければ

ならない。

一 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。以下この項及びＥ－

４において同じ。）

二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く

。）

三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者（当該第三者が審査請

求人又は参加人である場合を除く。）

Ｅ－４ 第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続（第44条第１項）

次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合、行政機関の長は、意見書の提出の機会を与えられた第

三者が当該第三者に関する情報の開示について反対意見書を提出した場合において、開示決定をするとき

は、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場合にお

いて、行政機関の長は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及び

その理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

二 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。）を変

更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決（第三者である参加人が当該第三者に関す

る情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。）
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